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議案第５２号 

 

専決処分の承認について（令和３年度藤沢市民病院事業会計補正予算

（第２号）） 

 

 地方自治法第１７９号第 1 項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条

第３項の規定により，これを報告し，その承認を求める。 

  ２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により，令和３年度藤沢市民病院事業会計補

正予算（第２号）を次のとおり専決処分する。 

２０２１年（令和３年）１０月２５日 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

令和３年度藤沢市民病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総則） 

第１条 令和３年度藤沢市民病院事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるとこ

ろによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和３年度藤沢市民病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量を次のとおり改める。 
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（事 項）  （補正前） （補正後） 

（１）主要な建設改良事業   

固定資産購入事業  680,803千円 695,416千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ） 

収   入    

第１款 資本的収入 449,353千円 14,613千円 463,966千円 

第３項 県 補 助 金 177,156千円 14,613千円 191,769千円 

支   出     

第１款 資本的支出 1,538,475千円 14,613千円 1,553,088千円 

第１項 建設改良費 867,680千円 14,613千円 882,293千円 

 



1  資本的収入及び支出

支　　出

款 　項　 目 補正前の額 補正額 計

補 正 額 の 財 源

収　　入

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計

１ 令和３年度藤沢市民病院事業会計

 3 県補助金 177,156 14,613 191,769

 1 資本的収入 449,353 14,613 463,966

 1 県補助金 177,156 14,613

14,613 695,416 14,613

14,613 882,293 14,613

14,613 1,553,088 14,613

 1 建設改良費

 2 固定資産購入費 680,803

191,769

 1 資本的支出 1,538,475

867,680

国県支出金 地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
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（単位 　千円）

（単位 　千円）

 79 医療器械等購入費 14,613  01 医療器械等購入事業費

 01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金
　　（医療分）

14,613

内  訳

節

説　　　　　　　　　明
区   分 金  額

補正予算実施計画兼事項別明細書 

節

説　　　　　　　　　明
区   分 金  額

14,613

 1 県補助金 14,613

一般財源
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２ 令和３年度藤沢市民病院事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　千円）

既決額
決算繰越等
による修正

補正額 計

 1　業務活動によるキャッシュ・フロー

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,172 24,049 31,221

法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 2,175 1,149 △ 1,026

未収金の増減額（△は増加） 634,284 786,416 1,420,700

未払金の増減額（△は減少） 29,525 △ 30,393 △ 868

　小計 1,210,398 781,221 0 1,991,619

　業務活動によるキャッシュ・フロー 1,114,914 781,221 0 1,896,135

 2　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 479,226 △ 157,874 △ 13,284 △ 650,384

無形固定資産の取得による支出 △ 132,674 △ 102,033 △ 234,707

国庫補助金等による収入 200,691 33,058 13,284 247,033

一般会計からの繰入金による収入 131,097 7,700 138,797

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 280,112 △ 219,149 0 △ 499,261

 3　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 763,653 0 0 △ 763,653

資金増加額（又は減少額） 71,149 562,072 0 633,221

資金期首残高 3,150,211 717,312 3,867,523

資金期末残高 3,221,360 1,279,384 0 4,500,744

区　　分
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３ 令和３年度藤沢市民病院事業会計補正予定貸借対照表

（令和４年３月３１日）

決算繰越等
による修正

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ 建物 18,334,136 △ 20,072 18,314,064

減価償却累計額 △ 7,977,972 3,407 △ 7,974,565 10,339,499

ﾛ 構築物 517,286 517,286

減価償却累計額 △ 174,395 1,762 △ 172,633 344,653

ﾊ 器械備品 7,225,756 △ 68,444 13,284 7,170,596

減価償却累計額 △ 5,032,378 37,833 △ 4,994,545 2,176,051

ﾆ 車両 6,826 6,826

減価償却累計額 △ 6,485 △ 6,485 341

ﾎ 放射性同位元素 8,585 8,585

減価償却累計額 △ 5,896 △ 5,896 2,689

ﾍ リース資産 1,106,842 △ 9,903 1,096,939

減価償却累計額 △ 606,180 5,717 △ 600,463 496,476

ﾄ その他有形固定資産 56,007 56,007

有形固定資産合計 13,415,716

(2) 無形固定資産

ｲ ソフトウェア 721,127 △ 51,842 669,285

ﾛ 電話加入権 3,573 3,573

ﾊ 施設利用権 2,591 △ 1 2,590

無形固定資産合計 675,448

(3) 投資その他の資産

ｲ 破産更生債権等 473 473

貸倒引当金 △ 473 △ 473 0

ﾛ 長期前払消費税 412,941 412,941

ﾊ その他投資 1,000 1,000

投資その他の資産合計 413,941

固定資産合計 14,505,105

2 流動資産

(1) 現金預金 3,221,360 1,279,384 4,500,744

(2) 未収金 3,195,632 △ 1,022 3,194,610

貸倒引当金 △ 25,295 4,066 △ 21,229 3,173,381

(3) 貯蔵品 38,291 8,407 46,698

流動資産合計 7,720,823

資産合計  22,225,928

 

資産の部

（単位　千円）

区　　分 既決額 補正額 計
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決算繰越等
による修正

3 固定負債

(1) 企業債

ｲ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,828,593 △ 32,700 10,795,893

企業債合計 10,795,893

(2) 長期リース債務 339,673 △ 3,602 336,071

(3) 引当金

ｲ 退職給付引当金 3,122,492 △ 91,540 3,030,952

引当金合計 3,030,952

固定負債合計 14,162,916

4 流動負債

(1) 企業債

ｲ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

684,669 684,669

企業債合計 684,669

(2) 短期リース債務 227,734 △ 548 227,186

(3) 未払金 1,583,481 1,583,481

(4) 引当金

ｲ 賞与引当金 526,024 526,024

ﾛ 法定福利費引当金 94,095 94,095

引当金合計 620,119

(5) その他流動負債 86,732 △ 13,234 73,498

流動負債合計 3,188,953

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ｲ 国県補助金 1,033,261 6,437 13,284 1,052,982

ﾛ 負担金 301,955 △ 15,071 286,884

ﾊ その他 151,034 7,346 158,380

長期前受金合計  1,498,246

(2) 収益化累計額 △ 682,636 4,820 △ 677,816

繰延収益合計 820,430

負債合計 18,172,299

6 資本金 9,575,890 9,575,890

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ 受贈財産評価額 56,007 56,007

資本剰余金合計 56,007

(2) 欠損金

ｲ 当年度未処理欠損金 6,905,652 △ 1,327,384 5,578,268

欠損金合計 5,578,268

剰余金合計 △ 5,522,261

資本合計 4,053,629

負債資本合計 22,225,928

(注)消費税及び地方消費税抜処理により作成

負債の部

資本の部

区　　分 既決額 補正額 計

- 8 -



１ その他の注記

（１）引当金の目的使用による取り崩し

賞与引当金の目的使用見込額 518,852 千円 494,803 千円

法定福利費引当金の目的使用見込額 96,270 千円 95,121 千円

（2）長期継続契約に係るリース債務

長期リース債務 339,673 千円 336,071 千円

短期リース債務 227,734 千円 227,186 千円

令和３年度藤沢市民病院事業会計補正予算に関する注記表

（補正前） （補正後）

（補正前） （補正後）
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議案第５３号  

 

工事請負契約の締結について 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械）について，次のとおり請負契約を締結

する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械） 

大野設備工業・ライフライン湘南共同企業体 

  代表者 藤沢市善行坂一丁目４番８号 

大野設備工業株式会社 

     代表取締役 大 野 英 二 

２ 工事の概要 

(1) 空調設備一式 

(2) 換気設備一式 

(3) 給水設備一式 

(4) 排水設備一式 

(5) ガス設備一式 

(6) 撤去工事一式 

(7) 発生材処理一式 

３ 契約金額 

  ５１１,５００,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市亀井野５５０番地 

５ 工 期 
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議決の日着工 

２０２２年（令和４年）１１月３０日しゅん工予定 

 

 

 

提案理由 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械）について，請負契約を締結したいので，

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により提出する。 

 

 

 

参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない

契約は，予定価格１５０，０００，０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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＜議案第５３号資料１＞ 

 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械）請負契約の相手方状況調書（１） 

 

１ 会 社 名        藤沢市善行坂一丁目４番８号 

大野設備工業株式会社 

  代表取締役 大 野 英 二 

２ 資 本 金        ５０,０００千円 

３ 年間工事高       

  令和２年 5 月期 管 工 事      ４２４,８３８千円 

 その 他 工事            ０千円 

 合 計       ４２４,８３８千円 

  令和元年 5 月期 管 工 事       ４４１,３９２千円 

 その 他 工事            ０千円 

 合 計      ４４１,３９２千円 

４ 職 員 数          技術職員             ５人 

          事務職員             ４人 

          合  計              ９人 

５ 創 業         １９６８年（昭和４３年） 

６ 主な工事実績 

善行市民センター改築工事（機械設備工事・１期）（藤沢市発注） 

２０１９年（令和元年）１１月しゅん工 

                （２６２,４４０千円） 

持分 １５７,４６４千円 

藤沢市分庁舎整備工事（藤沢市発注） 

   ２０１９年（令和元年）１０月しゅん工 

                  （３,３４５,８４０千円） 

        持分 ６６９,１６８千円 
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六会小学校空調設備機能復旧工事（機械）請負契約の相手方状況調書（２） 

 

１ 会 社 名        藤沢市善行坂一丁目４番８号 大野第Ⅱビル３０１号室 

ライフライン湘南株式会社 

  代表取締役 大 野 キ ミ 子 

２ 資 本 金        ２０,０００千円 

３ 年間工事高       

  令和 3 年 8 月期 管 工 事      ８３０,１６４千円 

 その 他 工事            ０千円 

 合 計       ８３０,１６４千円 

  令和 2 年 8 月期 管 工 事        ５７,１９３千円 

 その 他 工事            ０千円 

 合 計       ５７,１９３千円 

４ 職 員 数          技術職員             ７人 

          事務職員             ４人 

          合  計             １１人 

５ 創 業         ２０１１年（平成２３年） 

６ 主な工事実績 

善行市民センター改築工事（機械設備工事・１期）（藤沢市発注） 

２０１９年（令和元年）１１月しゅん工 

（２６２,４４０千円） 

持分 １０４,９７６千円 

 

六会市民センター・六会出張所改築等機械設備工事（藤沢市発注） 

   ２０１６年（平成２８年）３月しゅん工 

（３３４,８００千円） 

持分 １３３,９２０千円 
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＜議案第５３号資料２＞ 

 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械）入札状況調書 

 

入札（１回目） 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械） 

大野設備工業・ライフライン湘南共同企業体 

千円 

４８５,０００ 
 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械） 

宮下工業・山羽メンテナンス共同企業体 
４８７,０００  

 

入札（２回目） 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械） 

大野設備工業・ライフライン湘南共同企業体 

千円 

４７８,０００ 
 

 

随意契約 

業 者 名                 見 積 金 額 摘 要 

六会小学校空調設備機能復旧工事（機械） 

大野設備工業・ライフライン湘南共同企業体 

千円 

４６５,０００ 

決定 

（地方自治法施

行令第167条の2

第1項第8号） 

 

予 定 価 格 
          千円 

４７２,３００  

 

調 査 基 準 価 格  ４２４,５５０  
 

失 格 基 準 価 格  ３８２,０９５  
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第５４号  

 

工事請負契約の締結について 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械）について，次のとおり請負契約を締結

する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械） 

宮下工業・山羽メンテナンス共同企業体 

  代表者 藤沢市辻堂西海岸一丁目８番１号 

宮下工業株式会社 

     代表取締役 宮 下  稔  

２ 工事の概要 

(1) 空調設備一式 

(2) 換気設備一式 

(3) 自動制御設備一式 

(4) ガス設備一式 

(5) 撤去工事一式 

(6) 発生材処理一式 

３ 契約金額 

  ３６６,３００,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市下土棚５９０番地 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２２年（令和４年）１１月３０日しゅん工予定 
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提案理由 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械）について，請負契約を締結したいので，

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により提出する。 
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＜議案第５４号資料１＞ 

 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械）請負契約の相手方状況調書（１） 

 

１ 会 社 名        藤沢市辻堂西海岸一丁目８番１号 

宮下工業株式会社 

  代表取締役 宮 下  稔 

２ 資 本 金        ５０,０００千円 

３ 年間工事高       

  令和２年 8 月期    管 工 事      ７２２,４６０千円 

     その 他 工事       １５,９９９千円 

 合 計       ７３８,４５９千円 

  令和元年 8 月期    管 工 事      ７２７,３４３千円 

 その 他 工事       １５,９９９千円 

 合 計      ７４３,３４２千円 

４ 職 員 数          技術職員            １３人 

          事務職員             ３人 

          合  計             １６人 

５ 創 業         １９６７年（昭和４２年） 

６ 主な工事実績 

  辻堂市民センター・公民館，消防出張所改築工事（機械設備工事）（藤沢市発注） 

   ２０２１年（令和３年）６月しゅん工 

（５５０,０００千円） 

持分 ３３０,０００千円 

社家ポンプ場ポンプ棟空調設備等更新工事（藤沢市以外発注） 

２０１９年（平成３１年）３月しゅん工 

４２９,９１６千円 
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長後中学校空調設備機能復旧工事（機械）請負契約の相手方状況調書（２） 

 

１ 会 社 名        藤沢市下土棚１５９４番地の１ 

山羽メンテナンス有限会社 

  代表取締役 山 根  格 

２ 資 本 金        ２０,０００千円 

３ 年間工事高       

  令和３年１月期 管 工 事      １６０,９６１千円 

 その 他 工事       １７,３１７千円 

 合 計       １７８,２７８千円 

  令和２年１月期 管 工 事       １２８,６６６千円 

 その 他 工事       ２２,６０４千円 

 合 計      １５１,２７０千円 

４ 職 員 数          技術職員            ２１人 

          事務職員             ５人 

          合  計             ２６人 

５ 創 業         １９８３年（昭和５８年） 

６ 主な工事実績 

  辻堂市民センター・公民館，消防出張所改築工事（機械設備工事）（藤沢市発注） 

   ２０２１年（令和３年）６月しゅん工 

（５５０,０００千円） 

持分 ２２０,０００千円 

平成２９年度 相模川流域下水道 右岸処理場 焼却炉補機棟空調設備改築 

工事 公共（その３）（藤沢市以外発注） 

２０１８年（平成３０年）９月しゅん工 

８,４７４千円 
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＜議案第５４号資料２＞ 

 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械）入札状況調書 

 

入札（１回目） 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械） 

宮下工業・山羽メンテナンス共同企業体 

千円 

３６０,０００ 
 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械） 

大野設備工業・ライフライン湘南共同企業体 
３６５,０００  

 

入札（２回目） 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械） 

宮下工業・山羽メンテナンス共同企業体 

千円 

３５５,０００ 
 

 

随意契約 

業 者 名                 見 積 金 額 摘 要 

長後中学校空調設備機能復旧工事（機械） 

宮下工業・山羽メンテナンス共同企業体 

千円 

３３３,０００ 

決定 

（地方自治法施

行令第167条の2

第1項第8号） 

 

予 定 価 格 
          千円 

３３４,２００  

 

調 査 基 準 価 格  ３００,０３０  
 

失 格 基 準 価 格  ２７０,０２７  
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第５５号  

 

工事請負契約の変更契約の締結について 

藤沢駅東西地下通路再整備工事について，次のとおり請負契約の変更契約を締結

する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  藤沢駅東西地下通路再整備工事 

門倉組・ガーデンサービス共同企業体 

代表者 藤沢市辻堂元町四丁目１７番２２号 

株式会社門倉組 

     代表取締役 小 澤 幸 喜 

２ 変更内容 

契約金額 

変  更  前 増  額  分 変  更  後 

１,０７８,１１０,０００円 ２７,１３１,５００円 １,１０５,２４１,５００円 

 

 

 

提案理由 

藤沢駅東西地下通路再整備工事の内容を変更するに当たり，当該工事に係る請負

契約の変更契約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により提出する。 
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議案第５６号  

 

工事請負契約の変更契約の締結について 

鵠南小学校等改築工事（第１期機械設備工事）について，次のとおり請負契約の

変更契約を締結する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 契約の相手方 

  鵠南小学校等改築工事（第１期機械設備工事） 

山羽工業・富士中商会共同企業体 

代表者 藤沢市渡内二丁目２番７号 

      山羽工業株式会社 

代表取締役 山 根  格 

２ 変更内容 

  しゅん工期限 

変  更  前 変  更  後 

２０２２年（令和４年）１月１８日 ２０２２年（令和４年）２月２８日 

 

 

 

提案理由 

鵠南小学校等改築工事（第１期機械設備工事）の内容を変更するに当たり，当該

工事に係る請負契約の変更契約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提出する。 
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議案第５７号  

 

工事請負契約の変更契約の締結について 

鵠南小学校等改築工事（第１期電気設備工事）について，次のとおり請負契約の

変更契約を締結する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 契約の相手方 

  鵠南小学校等改築工事（第１期電気設備工事） 

愛和電気・勝栄電気共同企業体 

代表者 藤沢市石川二丁目２６番地の２１ 

      愛和電気株式会社 

代表取締役 伊 藤 秀 一 

２ 変更内容 

  しゅん工期限 

変  更  前 変  更  後 

２０２２年（令和４年）１月１８日 ２０２２年（令和４年）２月２８日 

 

 

 

提案理由 

鵠南小学校等改築工事（第１期電気設備工事）の内容を変更するに当たり，当該

工事に係る請負契約の変更契約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提出する。 
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議案第５８号  

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
片瀬 

４２０号線 

片瀬五丁目２１５１番２地先 
4.5 46.4 

片瀬五丁目２１５１番５地先 

２ 
鵠沼 

９５１号線 

鵠沼海岸六丁目４０１３番４地先 

4.5 34.9 
鵠沼海岸六丁目４０１３番２地先 

３ 
鵠沼 

９５２号線 

本鵠沼三丁目３７６２番１９地先 
4.5 24.1 

本鵠沼三丁目３７６２番３９地先 

４ 
辻堂 

６８２号線 

辻堂四丁目５９０７番１地先 
4.5 35.1 

辻堂四丁目５９０７番１地先 

５ 
善行 

６５６号線 

善行六丁目３６２８番３５地先 
4.5 29.3 

善行六丁目３６２８番２８地先 

６ 
善行 

６５７号線 

立石一丁目３０３４番２５地先 
5.0 68.4 

立石一丁目３０３４番４７地先 

７ 
長後 

９３６号線 

下土棚字渋谷ノ里１０７６番３地先 
5.0 74.1 

下土棚字渋谷ノ里１０７５番１１地先 
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提案理由 

 片瀬４２０号線ほか６路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は，都道府県道又は市町村道について，一般

交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては，当該路線の全部又

は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても，同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は，路線の全部又は一部を廃止し，これに代わるべ

き路線を認定しようとする場合においては，これらの手続に代えて，路線を変更

することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について，第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について，それぞれ準用する。 
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議案第５９号  

 

市道の廃止について 

 次のとおり市道の路線を廃止する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
遠藤 

２１０号線 

遠藤字中尾４８３１番地先 
1.0 24.0 

遠藤字中尾４８４７番２地先 

２ 
遠藤 

３０６号線 

遠藤字中尾４８６１番地先 
0.9 32.0 

遠藤字中尾４８６２番地先 

３ 
中尾本線 

枝３号 

遠藤字中尾４９１５番地先 
2.1 75.0 

遠藤字打越４４５３番地先 

４ 

高倉 

１１３３－４

号線 

高倉字枯藪１１０８番地先 2.0 
～ 
 2.1 

11.1 

高倉字枯藪１１０９番５地先 

 

 

 

提案理由 

 遠藤２１０号線ほか３路線を廃止したいので，道路法第１０条第３項の規定によ

り提出する。 
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議案第６０号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  湘南台駅地下自動車駐車場 

２ 指定管理者となる団体 

  東京都品川区西五反田二丁目２０番４号 

  タイムズ２４株式会社共同事業体 

代表団体 タイムズ２４株式会社 

構成団体 タイムズサービス株式会社 

太平ビルサービス株式会社 

３ 指定の期間 

  ２０２２年（令和４年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 湘南台駅地下自動車駐車場の指定管理者を指定したいので，地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により提出する。 
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参 考 

 地方自治法 抜粋 

 （公の施設の設置，管理及び廃止） 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらかじめ，当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第６１号 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

藤沢市市営住宅及び共同施設 

２ 指定管理者となる団体 

  横浜市中区日本大通３３番地 

  一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

３ 指定期間 

  ２０２２年（令和４年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 市営住宅及び共同施設の指定管理者を指定したいので，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により提出する。 
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議案第６２号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

                       藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設 

２ 指定管理者となる団体 

横浜市西区北幸二丁目９番１４号 

相鉄・チームふじさわ共同企業体 

代表団体 相鉄企業株式会社 

構成団体 有限会社工匠 

株式会社キャリアドライブ 

株式会社エムワイ 

３ 指定の期間 

２０２２年（令和４年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設の指定管理者を指定したいので，地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 
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議案第６３号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場 

藤沢駅北口市役所前第２自転車駐車場 

藤沢駅北口自転車等駐車場 

藤沢駅北口第２自転車等駐車場 

藤沢駅北口路上自転車駐車場 

藤沢駅南口自転車等駐車場 

藤沢駅南口第２ミニバイク駐車場 

藤沢駅南口第２自転車駐車場 

藤沢駅南口路上自転車駐車場 

藤沢駅南口路上第２自転車駐車場 

辻堂駅北口自転車等駐車場 

辻堂駅北口交通広場自転車駐車場 

辻堂駅南口自転車駐車場 

長後駅東口自転車等駐車場 

長後駅西口自転車等駐車場 

湘南台駅東口地下自転車駐車場 

湘南台駅東口路上第 1自転車駐車場 

湘南台駅東口路上第２自転車駐車場 

六会日大前駅東口自転車駐車場 
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六会日大前駅西口自転車等駐車場 

善行駅東口自転車等駐車場 

善行駅西口自転車等駐車場 

鵠沼海岸駅自転車等駐車場 

鵠沼海岸駅第２自転車駐車場 

片瀬江ノ島駅第１自転車駐車場 

江ノ島駅自転車等駐車場 

２ 指定管理者となる団体 

  藤沢市円行二丁目３番地の１７ 

  公益財団法人藤沢市まちづくり協会 

３ 指定の期間 

  ２０２２年（令和４年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場ほか２５施設の指定管理者を指定したい

ので，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 
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議案第６４号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

                       藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

藤沢市秩父宮記念体育館 

藤沢市石名坂温水プール 

藤沢市秋葉台公園 

藤沢市八部公園 

２ 指定管理者となる団体 

藤沢市朝日町１０番地の８ 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

３ 指定の期間 

２０２２年（令和４年）４月１日から２０２５年（令和７年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 藤沢市秩父宮記念体育館ほか３施設の指定管理者を指定したいので，地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により提出する。 
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議案第６５号  

 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和３１年藤沢市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に改め

る。 

第２条 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に改め

る。 

附 則 

この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和

４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を考慮し，

本市の短時間勤務会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 
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 議案第６６号 

    

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３２年藤沢市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１５７.５」を「１００分の１４７.５」に改める。 

第２条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１４７.５」を「１００分の１５２.５」に改める。 

附 則 

この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和

４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を考慮し，

本市の常勤特別職の職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 
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議案第６７号  

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 藤沢市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年藤沢市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に，

「１００分の１０７.５」を「１００分の９２.５」に改め，同条第３項中

「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に，「１００分の７２.５」

を「１００分の６２.５」に，「１００分の１０７.５」を「１００分の９２.５」

に，「１００分の６２.５」を「１００分の５２.５」に改める。 

第２条 藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に，

「１００分の９２.５」を「１００分の１００」に改め，同条第３項中「１００

分の１１２.５」を「１００分の１２０」に，「１００分の６２.５」を「１００

分の６７.５」に，「１００分の９２.５」を「１００分の１００」に，「１００

分の５２.５」を「１００分の５７.５」に改める。 

 （藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年藤沢市条例
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第１０号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に，

「１００分の１６７.５」を「１００分の１５７.５」に改める。 

第４条 藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に，

「１００分の１５７.５」を「１００分の１６２.５」に改める。 

附 則 

この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条及び第４条の規

定は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を考慮し，

本市の一般職の職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 
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議案第６８号  

 

藤沢市手数料条例の一部改正について 

 藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第４の２の表１の項から４の項までを次のように改める。 

１ 法第５条第１

項から第５項

までの規定に

よる長期優良

住宅建築等計

画の認定の申

請に対する審

査（当該申請

に併せて法第

６条第２項の

規定による適

合審査の申出

を行う場合を

除く。） 

(1) 申請前に

あらかじめ

当該計画に

ついて登録

住宅性能評

価機関によ

る技術的審

査を受けて

いる場合 

１

件 

(1) 一戸建て住宅を新築する場合

は，8,000 円 

(2) 共同住宅等を新築する場合は，

次のアからクまでに掲げる建築物

の住戸の総数に応じ，それぞれア

からクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 15,000 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 26,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで 41,000 

 円 

エ 26 戸から 50 戸まで 71,000 

 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

120,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで 

190,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

240,000 円 

ク 301 戸以上 260,000円 

(3) 一戸建て住宅を増築又は改築す

る場合は，12,000 円 

(4) 共同住宅等を増築又は改築する 
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    場合は，次のアからクまでに掲げ

る建築物の住戸の総数に応じ，そ

れぞれアからクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 23,000 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 40,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで 61,000 

 円 

エ 26 戸から 50 戸まで  

110,000 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

170,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  

290,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

360,000 円 

ク 301 戸以上 400,000円 

  (2) (1)以外

の場合 

１

件 

(1) 一戸建て住宅を新築する場合

は，45,000円 

(2) 共同住宅等を新築する場合は，

次のアからクまでに掲げる建築物

の住戸の総数に応じ，それぞれア

からクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 110,000 

 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 170,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで  

340,000 円 

エ 26 戸から 50 戸まで  

600,000 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

1,000,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  

1,900,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

2,700,000 円 

ク 301 戸以上 3,400,000 円 

(3) 一戸建て住宅を増築又は改築す

る場合は，68,000 円 

(4) 共同住宅等を増築又は改築す

る場合は，次のアからクまでに

掲げる建築物の住戸の総数に応 
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    じ，それぞれアからクまでに定め

る額 

ア 1 戸から 5 戸まで 160,000 

 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 260,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで  

510,000 円 

エ 26 戸から 50 戸まで  

910,000 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

1,600,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  

2,900,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

4,100,000 円 

ク 301 戸以上 5,000,000 円 

２ 法第５条第１項から第５項ま

での規定による長期優良住宅

建築等計画の認定の申請に対

する審査（当該申請に併せて

法第６条第２項の規定による

適合審査の申出を行う場合に

限る。） 

１

件 

１の項の規定の例により算出した

額に申請建築物について別表第４

の１の表１の項，２の項及び３の

項の規定の例により算出した額を

加算した額 

３ 法第８条第１

項の規定によ

る長期優良住

宅建築等計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査 (当該

申請に併せて

同条第２項に

おいて準用す

る法第６条第

２項の規定に

よる適合審査

の申出を行う

場 合 を 除

く。) 

 

(1) 申請前に

あらかじめ

当該計画の

変更につい

て登録住宅

性能評価機

関による技

術的審査を

受けている

場合 

１

件 

(1) 一戸建て住宅を新築する場合と

して当初の認定を受けているもの

は，4,000 円 

(2) 共同住宅等を新築する場合とし

て当初の認定を受けているもの

は，次のアからクまでに掲げる建

築物の住戸の総数に応じ，それぞ

れアからクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 7,500 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 13,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで 20,500 

 円 

エ 26 戸から 50 戸まで 35,500 

 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

60,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  

95,000 円 
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    キ 201 戸から 300 戸まで  

120,000 円 

ク 301 戸以上 130,000円 

(3) 一戸建て住宅を増築又は改築す

る場合として当初の認定を受けて

いるものは，6,000 円 

(4) 共同住宅等を増築又は改築する

場合として当初の認定を受けてい

るものは，次のアからクまでに掲

げる建築物の住戸の総数に応じ，

それぞれアからクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 11,500 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 20,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで 30,500 

 円 

エ 26 戸から 50 戸まで 55,000 

 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

85,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  

145,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

180,000 円 

ク 301 戸以上 200,000円 

  (2) (1)以外

の場合 

１

件 

(1) 一戸建て住宅を新築する場合と

して当初の認定を受けているもの

は，22,500円 

(2) 共同住宅等を新築する場合とし

て当初の認定を受けているもの

は，次のアからクまでに掲げる建

築物の住戸の総数に応じ，それぞ

れアからクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 55,000 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 85,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで  

170,000 円 

エ 26 戸から 50 戸まで  

300,000 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

500,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  
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    950,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

1,350,000 円 

ク 301 戸以上 1,700,000 円 

(3) 一戸建て住宅を増築又は改築す

る場合として当初の認定を受けて

いるものは，34,000 円 

(4) 共同住宅等を増築又は改築する

場合として当初の認定を受けてい

るものは，次のアからクまでに掲

げる建築物の住戸の総数に応じ，

それぞれアからクまでに定める額 

ア 1 戸から 5 戸まで 80,000 円 

イ 6 戸から 10 戸まで 130,000 

 円 

ウ 11 戸から 25 戸まで  

255,000 円 

エ 26 戸から 50 戸まで  

455,000 円 

オ 51 戸から 100 戸まで  

800,000 円 

カ 101 戸から 200 戸まで  

1,450,000 円 

キ 201 戸から 300 戸まで  

2,050,000 円 

ク 301 戸以上 2,500,000 円 

４ 法第８条第１項の規定による

長期優良住宅建築等計画の変

更の認定の申請に対する審査

（当該申請に併せて同条第２

項において準用する法第６条

第２項の規定による適合審査

の申出を行う場合に限る。） 

１

件 

３の項の規定の例により算出した

額に申請建築物について別表第４

の１の表１の項，２の項及び３の

項の規定の例により算出した額を

加算した額 

別表第４の２の表５の項手数料を徴収する事務の欄中「法第９条第１項」の

次に「又は同条第３項」を加え，同項単位の欄中「１戸」を「１件」に改め，

同表６の項手数料を徴収する事務の欄中「法第９条第１項」の次に「又は同条

第３項」を加え，同項単位の欄中「１戸」を「１件」に改め，同項金額の欄を

次のように改める。 

５の項の規定の例により算出した額に申請建築物について別表第４の１の表

１の項，２の項及び３の項の規定の例により算出した額を加算した額 

別表第４の２の表７の項単位の欄中「１戸」を「１件」に改め，同項の次に
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次の１項を加える。 

８ 法第１８条第１項の規定による容

積率の特例に係る許可の申請に対

する審査 

１

件 

１６０,０００円 

別表第４の２の表備考の項を次のように改める。 

備考 

１ この表において「登録住宅性能評価機関」とは，住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関をいう。 

２ この表において「共同住宅等」とは，共同住宅，併用住宅，長屋その他

一戸建ての住宅以外の住宅をいう。 

第２条 藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表第２の２の表１の項中「，第６３条第３項第５号イ若しくは第６８条の

６９第３項第５号イ」を「若しくは第６３条第３項第５号イ」に改め，同表２

の項中「，第６３条第３項第６号若しくは第６８条の６９第３項第６号」を

「若しくは第６３条第３項第６号」に改め，同表３の項中「，第６３条第３項

第７号イ又は第６８条の６９第３項第７号イ」を「又は第６３条第３項第７号

イ」に改め，同表４の項中「，第６３条第３項第７号ロ若しくは第６８条の 

６９第３項第７号ロ」を「若しくは第６３条第３項第７号ロ」に改める。 

第３条 藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。 

 別表第５の１の表１の項中 

「 
    

」 

を 

項 手数料を徴収する事務 単位 金額 

１ 法第５５条第１項の規定による令第３５条

第１号の飲食店営業の許可申請に対する審

査 

１件 16,000円 

    

「 
    

」 

に 

項 手数料を徴収する事務 単位 金額 

１ 法第５５条第１項の

規定による令第３５

条第１号の飲食店営

業の許可申請に対す

る審査 

(1) 屋台型臨時営業 １件 4,000 円 

(2) (1)以外の営業 １件 16,000円 

    

改める。 

附 則 

この条例中，第１条の改正規定は令和４年２月２０日から，第２条の改正規定は

令和４年４月１日から，第３条の改正規定は令和４年６月１日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正

により長期優良住宅建築等計画に係る事務手続が合理化されたこと及び神奈川県の

食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例の一部改正により臨時的な行事

に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合の施設基準が新設されたこと

等に伴い所要の改正をし，並びに租税特別措置法の一部改正により連結納税制度が

見直されたことによる規定の整備をする必要による。 
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議案第６９号  

 

藤沢市藤沢駅前広場条例の一部改正について 

藤沢市藤沢駅前広場条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市藤沢駅前広場条例の一部を改正する条例 

藤沢市藤沢駅前広場条例（令和２年藤沢市条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表に次のように加える。 

北口地下広場 藤沢市藤沢５５５番 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 北口地下広場内に広告エリア（当該広場内の壁面で掲出物を掲出するために使

用できるものとして市長が定める部分をいう。以下同じ。）を置く。 

 第４条第１０号中「類する物」の次に「（以下「広告物等」という。）」を加え，

同号に次のただし書を加える。 

  ただし，広告エリアにおける広告物等の表示を除く。 

 第１３条に次の１号を加える。 

 (4) 広告エリアの管理及び運営に関する業務 

第１５条を第１６条とし，第１４条を第１５条とし，第１３条の次に次の１条を

加える。 

（広告エリアの使用制限） 

第１４条 広告エリアには，次の各号のいずれかに該当する掲出物は，掲出するこ

とができない。 

 (1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。 

(2) 人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの。 

 (3) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。 
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 (4) 政治的又は宗教的活動に関するもの。 

 (5) 個人又は団体の意見又は名刺を表したもの。 

(6) 暴力団員若しくは暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の

団体によるもの。 

２ 広告エリアには，次の各号のいずれかに該当する掲出物を掲出させないことが

できる。 

(1) 行政機関から不利益処分を前提とした行政指導を受け，改善がなされていな

い事業者によるもの。 

 (2) 消費者保護の観点から適切でないもの。 

 (3) 児童及び青少年の健全育成の観点から適切でないもの。 

 (4) 掲出物の内容を市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの。 

(5) 美観を損なうおそれがあるもの。 

 (6) 前各号に掲げるほか，市長が不適当と認めるもの。 

 別表第１中 

「 
      

」 

を 

 

上記以外の部分  １㎡ 

80 円 

（非営利の

利用にあっ

ては 40 円） 

180円 

（非営利の

利用にあっ

ては 90 円） 

サンパレット広場 全面 １日 49,600 円 111,600 円 
      

「 
      

」 

に 

 

上記以外の部分  １日 

１㎡あたり

80 円 

（非営利の

利用にあっ

ては１㎡あ

たり 40 円） 

１㎡あたり

180円 

（非営利の

利用にあっ

ては１㎡あ

たり 90 円） 

サンパレット広場 
全面 １日 46,160 円 103,860 円 

Ａ区分 １日 29,600 円 66,600 円 

北口地下広場 

全面 １日 24,400 円 54,900 円 

Ａ区分 １日 14,160 円 31,860 円 

Ｂ区分 １日 10,240 円 23,040 円 

広告エリア 
使用者の公平な利用を阻害するおそれのない

金額 
      

改める。 
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附 則 

１ この条例は，公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

２ 藤沢市地下道照明板使用料条例（昭和４０年藤沢市条例第１６号）は，廃止す

る。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，新たに北口地下広場を公共の用に供するにあたり利用

料金の上限等を設定し，並びに消防活動空地が新設され，貸出面積が減少したこと

等によりサンパレット広場の使用区分及び利用料金の上限を見直すこと等に伴い，

所要の改正をする必要による。 
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                              議案第７０号 

 

   藤沢市自転車等駐車場条例の一部改正について 

 藤沢市自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 

    ２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫    

 

 

    

   藤沢市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 藤沢市自転車等駐車場条例（平成８年藤沢市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場の項，藤沢駅北口市役所前第２

自転車駐車場の項及び藤沢駅南口第２自転車駐車場の項中「午前６時３０分から午

後８時まで」を「午前零時から午後１２時まで」に改める。 

別表第２藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場の項定期利用の項１階の項中  

「    「    
 ３,０００円  ２,０００円 ３,０００円  

 ９,０００円  を ６,０００円 ９,０００円 に 

 １８,０００円 
」 

１２,０００円 １８,０００円 
」 

      
改める。 

附 則 

１ この条例は，令和４年２月１日から施行する。ただし，別表第１藤沢駅南口第

２自転車駐車場の項の改正規定は，令和４年１月１７日から施行する。 

２ 改正後の別表第２に規定する自転車の定期利用に係る利用の承認及び利用料金

の徴収の手続は，この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 



- 48 - 

提案理由 

 この条例を提出したのは，藤沢駅南北の既存自転車等駐車場について，機械式管

理を導入することに伴い，所要の改正をする必要による。 


